
  

 

 

 

大田区自転車安全対策助成制度について 

 

１ 背景・目的 

  改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から自転車利用者の自転車乗車用ヘ

ルメット着用が努力義務化された。 

今後更なるヘルメット着用を促進し、区民の自転車重大事故を軽減させることを目的と

するとともに、自転車施策に係る総合的な安全対策に資するため、ヘルメット購入者に対

し、購入費用の一部を助成することを予定している。 

 

２ 事業の概要 

（１） 対象者 

大田区に在住の全区民を対象  

（２） 助成金額 

ヘルメット１個につき 2,000円 

（３） 対象ヘルメット 

ＳＧマークまたは同等の基準を満たすヘルメットで税込み 2,001円以上のもの 

（４） 対象販売店 

東京都自転車商協同組合大田区四支部連合会加盟の自転車店 

（５） 方法 

販売にあたり各自転車店は購入しようとする区民に対し、下記事項を実施する。 

・自転車無料点検の実施 

・安全啓発資料の配布 

・自転車保険等の加入義務の説明 

・盗難防止のためのカギかけの必要性の説明 

区民は、助成申請書を自転車店に提出し、助成額を控除した金額で購入する。 

区は、各自転車店の助成合計額を当該四支部連合会に支払う。 

（６） 広報等 

大田区ホームページ、おおた区報 8月 1日号に掲載予定 

 

３ 事業期間  令和５年７月 20日～令和６年３月 31日（予定） 

  

 

 

 

 

交通政策調査特別委員会 

令和５年７月 18 日 

都市基盤整備部 資料７番 

所管 都市基盤管理課 



自転車乗車用ヘルメット購入助成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策パッケージ効果 

 



助成期間 ：令和５年７月20日から令和6年3月31日まで（予定）

対 象 ：大田区内在住の方

販 売 店 ：東京都自転車商協同組合大田区四支部連合会加盟の自転車店（裏面を参照）

購入方法 ：下記申請書に記載し、区内在住が確認ができる書類（運転免許証、保険証など）を

　持参の上、裏面記載の自転車店にご提出ください。その場で購入できます。　

　※在庫状況によっては取り寄せになる場合があります。

助 成 額 ：SGマーク等の安全基準を満たした2,001円以上のヘルメット1個につき、

　税込み価格から2,000円を差し引いて購入できます。

助成個数 ：助成期間内に区民一人につき、1個まで。

問合せ先 ：大田区都市基盤整備部 都市基盤管理課 交通安全・自転車総合計画担当

　TEL5744-1315　FAX5744-1527　〒144-8621　大田区蒲田5-13-14

　※｢SGマーク」は一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。

①申請日　令和　　　　年　　　　月　　　　日 販売店確認印

②氏　名

③生年月日　　　　　　年　　　　月　　　　日

④住所　大田区

⑤電話番号

助成金の請求と受領の委任
助成金の請求と受領を東京都自転車商協同組合大田区四支部連合会に委任します。 　　　　 （　　　　                支部）

下記内容について自転車店から説明を受け、理解しました（□に✓してください）。

　□　自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入する必要があることを理解しました。

　□　自転車から降りたら短時間でもカギをかけ、盗難防止にカギを２か所かけるツーロックが
　　　効果的であることを理解しました。

自転車乗車用ヘルメットの購入費用を助成します！

　　　大田区

　　　　　大田区自転車乗車用ヘルメット購入助成申請書（①から⑤まで記載してください）

販売日　令和　　年　　月　　日販売

©大田区

道路交通法改正により、令和５年４月１日から
全ての自転車利用者の自転車乗車用ヘルメットの
着用が努力義務となりました。

ヘルメットを着用して自転車事故から身を守り
ましょう！

大田区長宛て

第1号様式



No 店名 住所 電話番号 No 店名 住所 電話番号

1 高松屋自転車商会 大森本町2-7-22 3761-7312 28 青空サイクル 本羽田1-5-5-104 3745-1678

2 オオツカサイクル 大森東2-4-13 3761-2416 29 勝輪舎商会 南六郷2-7-2 3732-7993

3 石川サイクル 大森東5-9-6 3298-3889 30 恵幸輪業商会 南六郷1-12-1 3735-7746

4 須山商会 大森東4-16-2 3761-1413 31 ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰすぎやま萩中店 萩中2-5-13 3741-1818

5 (有)ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟフジヒラ 大森南2-2-3 3741-7631 32 (有)モトリキ 西蒲田1-12-7 3753-5453

6 鈴木サイクル商会 大森南2-7-6 3744-8135 33 スポーツ車の店ヒラタ 西蒲田4-25-15 3753-4558

7 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ　サトー 大森西5-1-17 3764-8924 34 (有)八木モータース 蒲田1-7-11 3731-6886

8 サイクルハウスダイシン 大森西6-13-8 3761-4641 35 (有)前山輪業 蒲田2-1-5 3738-2670

9 (有)鈴木商店 大森北2-4-9 3761-3869 36 ｻｲｸﾙﾊｳｽコミヤマ 蒲田3-23-9 3732-1318

10 三木サイクル 大森北2-10-6 3761-6265 37 (有)青木商店 蒲田5-25-1 3731-9261

11 サイクルポイントナカネ 山王3-9-3 3771-1644 38 (有)バイスクルケアジャパン 蒲田5-5-4 6424-7665

12
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟオギヤマ
大森山王店

山王3-6-27
１F雅

6429-7091 39 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟヒラヤマ 仲六郷1-13-13 3739-5476

13 (有)勝股商会 中央4-33-2 3771-2855 40 小泉輪業(有) 西六郷1-14-4 3731-0256

14 樫原輪業商会 北千束3-26-14 3720-1401 41 (有)コヌマ 西六郷2-8-3 3731-0758

15 (有)丸福モーターサイクル 北千束1-40-3 3717-1758 42 飯合輪業(有) 東馬込2-8-3 3771-2279

16 (有)安藤オート商会 南千束2-29-5 3727-3992 43 じてんしゃ屋はすぬま 中央6-30-4 5700-5233

17 雪谷輪業社 南雪谷2-4-9 3726-6890 44 (株)竹山商会 西蒲田7-18-10 3731-9894

18 肥田自転車店 田園調布1-25-11 3721-5955 45 矢島輪業商会 新蒲田2-1-3 3731-5465

19 川見屋輪業 北糀谷1-11-6 3741-1762 46 渡辺サイクル商会 仲池上2-17-1 3752-3355

20 渡辺輪業 東蒲田2-5-15 3738-4104 47 (有)ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟみやた 池上3-16-16 3751-1234

21 オートショップウエダ 東糀谷4-4-5 3745-4589 48 菅原自転車店 池上6-2-21 3751-7543

22 (株)竹山商会東糀谷店 東糀谷3-5-13 5705-6343 49 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟヤマダ 久が原3-14-18 3751-6341

23 杉山自転車商会 西糀谷3-16-3 3745-2065 50 (有)斉藤輪業商会 久が原5-28-14 3751-7316

24 (有)東邦商会 西糀谷2-27-15 3744-5556 51 セフティーオート堀田 下丸子3-2-5 3750-2560

25 としかず自転車商会 西糀谷4-3-9 6715-1441 52 野澤輪業商会 矢口1-15-6 3757-0006

26 モロホシサイクル 南蒲田3-5-5 3744-0937 53 ヤイタサイクル 東矢口2-17-12 3758-0490

27 京浜ホンダ販売 南蒲田3-9-6 3742-1829 54 オートショップ高橋 多摩川1-10-10 3750-3418

東京都自転車商協同組合大田区四支部連合会の自転車店
この自転車店のどこでも購入できます。











東京都内で自転車を利用するみなさんへ

令和2 年4 月1日から

安全安心を推進する

マスコット キャラ ク タ ー

みまもり ぃ ぬ

自転車の利用によっ て生じ た他人の生命又は身体の損害を賠償する

自転車損害賠償保険等に加入し なければなり ません。

自転車

利用者

未成年のお子さ んが自転車を利用すると きは、

自転車の利用によっ て生じ た他人の生命又は身体の損害を賠償する

自転車損害賠償保険等に加入し なければなり ません。

保護者

東京都の条例※では、 自転車利用中の事故により 、

自転車の安全利用を

推進するロゴマーク

男子小学生（ 1 1 歳）が夜間、 帰宅途中に自転車で走行中、 歩道と 車道の区別の

ない道路において歩行中の女性（ 62 歳）と 正面衝突。 女性は頭蓋骨骨折等の傷害

を 負い、 意識が戻ら ない状態と なっ た。 裁判所は、 保護者に監督責任を 認め、

約9 ,5 0 0 万円の賠償を 命じ た。 （ 神戸地方裁判所、 平成2 5（ 2 0 1 3 ）年7 月4 日判決）

自転車での

高額加害事故例

既に加入している保険等に付帯されている場合もあるので、

裏面のチェッ クシート で、 自転車損害賠償保険等への加入状況を

チェッ クしてみましょ う！

裏面へ

自転車利用中の対人賠償事故に

備える保険等
※

自転車利用中の対人賠償事故に

備える保険等
※

※自転車の利用によっ て生じ た損害を賠償するための保険・ 共済

に加入している必要があります! !

※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

他人にケガをさ せてし まっ た場合などの損害を

賠償でき る保険等への加入が義務と なっ ています。



わから ない

わから ない

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

自転車損害賠償保険等への加入状況をチェッ ク

●自転車運転中の賠償責任を補償する保険

●自転車運転中の事故で他人の生命又は身体の重度な損害を 補償する制度

すでに

自転車損害賠償保険等に

加入し ています。

ご契約の保険会社・ 共済に

ご確認く ださ い。 自転車損害賠償保険等への

加入が必要です。

令和4年11月発行 （ 編集発行）東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課　 電話03-5388-3127

①～⑧のいずれかの保険に加入し ていますか？

（ 保険証券等で確認し てく ださ い）

確認いただく 保険・ 共済契約 確認いただきたいこ と

個人賠償責任保険に加入または

TSマーク（ 点検日から 1 年以内）が貼ら れていますか？

①「 自転車保険」 等の名称で販売し ている 傷害保険と のセッ ト 商品

②自動車保険（ 特約）

③火災保険（ 特約）

④傷害保険（ 特約）

⑤ク レ ジッ ト カ ード などの付帯保険

TSマーク 付帯保険

（ 点検整備さ れた自転車の車体に付帯さ れた保険）

補償条件が限ら れています。 点検日から 1年以内のTSマーク が

自転車に貼ら れているか確認し てく ださ い。

団
体
保
険

⑥会社等の団体保険

⑦PTA の保険など学校・ 大学で加入募集を 受ける保険

⑧交通安全協会の自転車会員と し て加入し ている保険

　（ 自転車事故によ る損害賠償のみを 補償）

　 ①～⑧の保険・ 共済に 加入し て いる か確認

し てく ださ い。

　 こ れら の保険・ 共済に「 個人賠償責任保険」

が契約（ 付帯）さ れている か確認し てく ださ い。

【 個人賠償責任保険】

　 個人又は同居の家族が、 日常生活で 誤っ て

他人にケガをさ せたり 他人の物を壊し たり し て、

法律上の損害賠償責任を 負担し た場合の損害

を 補償する 保険です。

※日常賠償責任保険、 賠償責任共済と いっ た

名称も 同様な保険です。

※十分な 賠償資力が確保さ れて いる か、 契約

し て いる 保険等の保険金額も 確認し て おき

まし ょ う 。

加入し ている①～⑧の保険に

個人賠償責任保険が付帯さ れていますか？

東京都　 自転車利用中　 保険 検索

自転車損害賠償保険等の種類などの詳細は、東京都都民安全推進部のH P をご確認く ださ い。

※相当する 補償がない場合には、
　 加入が必要です。



大田区都市基盤管理課

住宅

46.7%
道路上

26.4%

駐車（輪）場

11.1%

その他

15.8%

【盗難発生場所】

※大田区内発生割合

（令和３年警視庁調べ）

施錠した

43.6%施錠せず

56.4%

【盗難自転車 施錠有無】

住宅での盗難が多発しています約６割が施錠されていません

盗難された自転車の約６割が施錠なし！

大田区の条例により自転車の鍵かけ等盗難防止

措置を講じることが義務化されています

区ＨＰはこちら

ツーロックで
防犯効果アップ！
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